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侵入窃盗認知件数 うち住宅対象

　侵入窃盗の認知件数は、平成 15 年から減少に転じ、令和４年まで減少してき
ましたが、令和５年は４万 4,228 件で前年比＋20.9％と増加しています。
　このうち住宅対象侵入窃盗は、平成 16 年から令和４年まで減少してきましたが、
令和５年は１万 7,469 件で前年比＋11.3％と増加しています。
　一日当たり約 48 件発生しており、未だ多くの住宅が被害に遭っているのです。

第１章　住宅犯罪を考える

■侵入盗認知件数の推移　（出典：住まいる防犯 110 番ホームページ）

■発生場所別認知件数比率 ■戸建住宅侵入場所

侵入盗の発生状況と手口

（出典：令和５年  住まいる防犯 110 番ホームページ）
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■戸建住宅侵入手口

（出典：令和５年  
  住まいる防犯 110 番ホームページ）
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〔住戸の出入口の存する階〕
●ｂ　地面から開口部の下端までの高さが2ｍ以下、

又は、バルコニー等から開口部の下端までの高
さが2ｍ以下であって、かつ、バルコニー等から
当該開口部までの水平距離が0.9ｍ以下であるも
の（ａに該当するものを除く。） 

〔住戸の出入口の存する階以外の階〕
●ｂ　地面から開口部の下端までの高さが
2ｍ以下、又は、バルコニー等から開口
部の下端までの高さが2ｍ以下であっ
て、かつ、バルコニー等から当該開口
部までの水平距離が0.9ｍ以下である
もの（ａに該当するものを除く。）

〔住戸の出入口の存する階〕
住戸の出入口●ａ

●評価対象外（開口部
の規模が一定以下）

〔住戸の出入口の存する階
　以外の階〕
●ｃ　ａ及びｂに掲げ

るもの以外のもの

〔住戸の出入口の存する階〕
●ｃ　ａ及びｂに掲げるも

の以外のもの

＜評価グループ＞
ａ： 住戸の出入口
ｂ： 地面から開口部の下端までが２ｍ以下、又は、バルコニー等から開口部の下端まで
 の高さが２ｍ以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が
　　　０.９ｍ以下であるもの（ａに該当するものを除く）
Ｃ； ａ及びｂに可がげるもの以外のもの

　住宅の品質確保の促進に関する法律（住宅品確法）に基づく住宅性能表示制度
中に１０番目の性能評価・表示項目として「防犯に関すること」が加わっています。
概要は以下の通りです。

　住宅の開口部を外部からの接近のしやすさに応じて各階毎にグループ化し、
グループごとに属する全ての開口部について、防犯建物部品等を使用しているか
否かを表示します。
　防犯建物部品等には、国土交通省や警察庁、民間団体等による「防犯性能の高
い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品等が、該当します。

■評価グループのイラスト（戸建住宅）

住宅性能表示制度における防犯に関する表示基準と評価方法基準

〈参考〉





〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル 7階
TEL：03-6721-5934　FAX：03-6721-5933
https://www.jsma.or.jp

お問合せは




